
全産連労災発生情報 No.202009-3 「小割圧砕機に挟まれる」 

 

 

【新聞記事】 

 

 

※事故発生場所や時期等を特定されることがないよう黒塗りを施しています。 

 

 

機械設備・有害物質の種類（起因物） 重機（小割圧砕機） 

災害の種類（事故の型） はさまれ、巻き込まれ 

被害者数 死亡者数：1 人 

 

 

【同類事故防止対策】 

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より 

・作業者が重機の可動個所に立ち入る際は、エンジンキーを抜き取る等、可動する装置を

停止するよう徹底すること。 

・重機と作業者が接触するおそれのある箇所には、立入禁止区域を設ける。 

・立入禁止措置、誘導者の配置、合図等の作業方法に関する作業計画を策定し、関係者に

周知徹底する。 

・非定常作業についても作業マニュアルを定めて、関係作業者の教育を行うこと 

・労働災害の危険が多い場所は、作業責任者の配置などの安全管理体制を整備するととも

に、作業開始前の綿密な打ち合わせを実施する。重機の運転者に対し、運転開始前に周

囲の安全を確認するように教育する。 

・重機の運転者については、一定の周期で能力向上教育を実施し、過信などによる運転操

作を行わないよう教育訓練する。 



【類似事故】 

 

 

 

 

 

資料出所：職場のあんぜんサイト（厚生労働省）  


